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広報あぐい　２０１０年２月１５日号
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　今回支給される手当は平成２１年１０月分から平
成２２年１月分です。
支給額

　３歳未満の児童　一律１０，０００円（月額）
　３歳以上の児童　　　　
　　　第１子　　　　　　５，０００円（月額）
　　　第２子　　　　　　５，０００円（月額）
　　　第３子以降　　　　１０，０００円（月額）
　現在、小学校修了前の児童を養育している方
で児童手当をまだ認定請求していない方は、早
急に手続きをしてください。認定請求をした翌
月から手当の支給が開始されます。ただし、養
育者の加入する年金制度により、右表のとおり
所得制限があります。
　公務員の方は勤務先が請求場所になります。

　一律控除８万円（すべての方が対象です）、障害者控除２７万円、
特別障害者控除４０万円、寡婦（夫）控除２７万円、特別寡婦（夫）控
除３５万円、 勤労学生控除２７万円、その他確定申告時に控除を受
けた医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金控除の額

※　児童手当の制度改正があった場合は、内容が改正される場合があ
ります。
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※扶養親族数、所得額ともに平成２０年分で判定します。

厚生年金などの方国民年金の方
控除対象配偶者
および扶養親族数

５ ３ ２ 万円４ ６ ０ 万円０　人

５ ７ ０ 万円４ ９ ８ 万円１　人

６ ０ ８ 万円５ ３ ６ 万円２　人

６ ４ ６ 万円５ ７ ４ 万円３　人

６ ８ ４ 万円６ １ ２ 万円４　人

７ ２ ２ 万円６ ５ ０ 万円５　人

　平成２０年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄または、
平成２０年分所得税確定申告書の「所得金額の合計」欄の額から
下の金額を差し引いた額が上表の額未満であれば手当が支給さ
れます。

□問い合わせ先　住民福祉課　�（４８）１１１１（内２２６）
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　最近、農地造成と称して、耕土の
下に産業廃棄物が埋め立てられる事
例が多く発生していますので、悪質
業者からの甘い話に乗らないよう注
意してください。
　埋め立てられた廃棄物は、自然環
境を損なうだけでなく、将来にわ

たって悪臭や地下水汚染などを発生させ、健康や生活に
も悪影響を及ぼします。
　もし、あなたの農地に埋め立てられた場合、農地所有
者として責任（原状回復等）を負うこともあります。
■問い合わせ先　
　愛知県知多農林水産事務所農政課
　　�（２１）８１１１　
　産業課農政係（農業委員会）
　　�（４８）１１１１（内２２７・２３５）

あなたの農地が狙われています 


